米語による公式会議運営手順
欧米においては、各種団体、学会、株主総会などの公式会議が、ある会議運営手順によって進められます。　たとえばA会員が手を上げて発言許可を議長に求め、発言許可を得た後、ある提案をします。そして会員BがSecondと言えば議長はその提案について議論する義務があります。　もし誰もSecondといわなければ、A会員の提案は議題として討議されません。　このほか米国議会のテレビ中継などを見ますと極めて杓子定規な、ある手順によって議事進行されているのが判ります。


正式な会議といっても民間の会議なのだから、何もそのように煩わしい手順によらなくても良いのにと考えますが、会議をスムースに進めるためと、少数意見を尊重するために数々の手順が取られています。このような会議運営手順は一体何に基ずいているのでしょうか？　それはParliamentary Procedureと呼ばれる会議運営手順に依っているのです。Parliamentary Procedureについての日本語による簡易な案内書が無いようなのでこのパンフレットを作りました。

第1章 Parliamentary Procedureとは

この名前からも分かるように元々英国議会の運営手順からきたものですが、米国のHenry M. Robert (Civil War時代の陸軍大将)がこの運営手順を基に、Robert’s Rule of Orderと呼ばれる会議運営手順を作り上げました。　其の後　数々の改善を経て今日、米国の学会、各種団体、地方自冶体の規約には、其の会議運営手順はRobert’s Rule of Orderに依ると規定されて所が多くあります。　

Parliamentary Procedureは複雑多義に亘りますが、其の全部を理解する必要はまずないと思われます。其の主旨は①一議題一討論、②多数決理論と③少数意見の尊重にあるといわれています。　Robert’s Rule of Order Newly Revised [RONR, 末尾参照]が一般的ですがこれ以外にSturgis Standard Code of Parliamentary Procedure [Sturgis、末尾参照]とかDemeter’s Manual of Parliamentary Law and Procedure [Demeter、末尾参照]が良く採用されているようです。特にSturgisはRONRより簡素化され判り易い語彙を使用しています。　Demeterは公共団体、市議会などで多く採用されています。

以下では一番普遍的とされる、RONRの手順を主体とし、Sturgisからも一部取り入れました。よく用いられる表現を引用し、一人の会議出席者として又議長を勤める場合も含めて、どこでも通用する必要最低限の公式会議運営手順書としました。

第2章 会議運営概略

(A)開会宣言

議長は定刻になり、出席者が定足数（Quorum）に達したことを確認したら：The meeting will　
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come to order. と開会宣言をします。議長用の小槌(gavel)があれば、それを二回軽く打ちます。このgavelは議長の特権と権威の象徴で、控えめに且つ厳かに打つべしとされています。規律維持にも使われ、例えば「ご静粛に」という意思表示の場合は一回だけ強く打ちます。何回も続けて打つのは誤った使用法とされています。

(B) 開会の儀式

米国において、公式会議の場合、全員が起立し神に祈るInvocationや星条旗, 軍隊旗、関連する旗に向かって国歌斉唱やPledge of Allegiance (右手を心臓に当てる)が行われることが多く、日本人には馴染み難く抵抗のある行為ですが、　郷に入っては郷に従えといわれるように、周りの人と協調しましょう。　略式な会議又は其の会議の性質によってはInvocationや Pledge of Allegianceが省略される場合も多く在ります。　これで、これから始まる会議がどの程度正式なのか、あるいは略式なのかも判ります。

(C) 前回の議事録の承認

議長は前回の議事録の承認を求めます。議長:The secretary will read the Minutes…… Are there any corrections to the minutes? 訂正を求められれば訂正をして、If there is no objection, the Secretary will make the corrections…… If there are no further corrections, the Minutes are approved as corrected.

(D) 役員、常任委員会報告

(E) 前回未決の議題 (Old Business)

前回時間切れ又は今回に繰り延べられた議題のことをOld Businessと呼びます。 議長：The first item of old business is the motion relating…….that was pending/postponed to this meeting. The question is on the motion that ….. Are you ready for discussion?

(F) 新規の議題 (New Business) 
議長：Is there any new business?とかNew business is now on order.と新規議題に入ります

(G) 本体プログラム(H)  
(H) その他の報告議長: The Chair has following announcement(s). .. Are there any other announcements?
(I) 閉会宣言（Adjourn）

議長:　Is there any other business? もし誰も議題を持ち出さなければ：Since there is no further business, the meeting is adjourned. 議長用の小槌を一回打ち、会議は閉会されます。Gavel to Gavel と言われる由縁です。

第3章 動議提出、ならびに討議の仕方

(A)  動議(Motion) 提出
A会員が動議を提出する手順は立ち上がるか、又は少人数の場合、まず右手を挙げて、Mr. Chairman/Madam Chairと言い、議長に発言許可を求めます。議長：The Chair recognizes Mr. A またはA会員を指差して指名します。それからA会員は立ち上がり: Mr. Chairman/Madam Chair, I move that…… と動議を提出します。ここでI proposeとか….. I suggest ….. とは言いません。 議長はDo you wish to state your proposal as a motion? と言って助けたりもします。


そして他のB会員がSecond 又はI second the motionと言えば、議長はA会員の動議を議題として討議しなければなりません。　ここでB会員は必ずしもA会員の動議に賛成する訳ではありません、ただA会員の動議は討議するに値すると考えただけでも良く、その後の採決に不賛成投票をしても良いのです。　あるいは誰もSecondと言わなければ、議長はIs there a second to this motion? と尋ね、なおSecondがなければ、A会員の動議は議題とされません。　これは少数意見を尊重するために考え出された手法ですが、ただ一人だけの意見だと分かると、それは討議は時間の浪費ですから、動議とは成りません。　議事進行を妨害する少数意見者の長々とした演説はfilibuster (海賊行為)と呼ばれます。予断となりますが、日本や英国の議会では野次がややもすると賞賛されますが、米国では野次もまた海賊行為とされます。

(B)   討議 (Discussion)　


議長はSecondと聞くと、It has been moved and seconded that ……. と動議を要約し周知させ We are now ready for discussion on the motion.　又はIs there any discussion? 討議が始まります。　あるいは議長はA会員の動議提出理由の説明が必要と判断したら、A会員に説明を求めます。B会員は必ずしもここで発言する必要はありません。　するとC会員がMr. Chairman　と挙手し、議長に発言許可を求め、The Chair recognizes Mr. C. またはC会員を指差します。C会員は賛成なり不賛成の意見を述べます。　議長は次にC会員の対立意見を他の会員に求めます。　他の会員が発言を求めている間、議長はC会員に再度発言許可を与えません。複数の人が同時に反対や賛成意見を述べたり、一方的な論議にならないよう、議長は賛否両論バランス良く、公平に議論を進める義務があります。

(C)  
修正動議 (Amend the Motion)

討議していると、この動議は修正される必要があると考えたE会員は修正動議(Amend the Motion)の動議を提出できます。例えばA会員の動議(Main Motion)はAd Hoc Committee を作り、詳細を検討するとします。　E会員のAmendmentは誰がどのようにしてAd Hoc Committeeを作るかとします。　議論を進めていくと、F会員は何日までに作ると更なる修正動議を出します。　そして後から出てきた修正動議から順に採決を取ります。 このような修正動議は二度までと限定されています。


正式には、三度目の修正動議には議長は　Our procedure allows up to two amendments, thus your motion is out of order. と言って、三度目の修正案を拒否します。これは動議があまり複雑にならぬようとの配慮です。　しかし議長または会員の判断でInformal Consideration [第５章 (B)-12参照]　として討議することもあります。

第4章 採決の仕方

(A) Last-In, First-Out

議長は議論が一様で尽くしたと考えた時点で動議の採決に入ります。まずは一番新しい動議から順に採決をします。　上記の例ですとまず、F会員の修正動議、E会員の修正動議に続いてA会員の主動議と採決されます。

(B) 音声の大小による採決 (Vote by Voice, Viva Voice)

議長は採決に当たり、大多数は賛成又は不賛成に成ると考えた場合、All those who are in favor of approval say “Aye”. Those opposed, say “No又は Nay”. 声の大きさに注意して,“Aye”の方が多ければ、The ayes have it, and the motion is adopted. とか　The ayes have it, and the motion is carried.　とか満場一致（厳密には一票でも反対票があるとUnanimous Consentとは成りません）のとき、The motion is unanimously approved. あるいはNoの声の方が多ければ、The Nays have it, and the motion is rejected or lost. と言います。　当然のことながら採決では定数が満たされてなければなりません。　声の大きさに大差が無いとき又は、会員がこの議長採決に抗議するとき、Division [第５章C-18] と言えば議長は次の手段を取ります。

(C)  
挙手又は起立による採決　(Vote by show of hands, Vote by rising)


議長は採決すべき議案を読み上げ　Those who are in favor of approval, please raise your (right) hands. またはShow of your hands. とかPlease raise. と言い、その票を数えます。次に Those who oppose raise your hands.　と言いその票を数えます。議長は大多数 (2/3 以上)は賛成だったとしても不賛成票の提示を求めますが、其の場合得票数を一々発表する必要はありません。The ayes have it, and the motion is adopted. 又はThe nays have it, and the motion is rejected.と結果を発表します。　大多数では無い場合、The vote is 48 affirmative, 50 negative. The motion is lost.と発表します。

(D) 無記名、記名投票、郵便投票

其の会の規約により、どのような場合にどの方法を採用するか決められています。

第5章 動議の種類と優先権

第3章では動議と修正動議について述べましたが、その他数多くの動議があります。RONRではなんと８４種類、Sturgisでも３５種類の動議が定義されております。　これらの動議は大別すると、五種類あり、上位にある動議が他の動議より優先して討議されます。ある会員の発言中でも、ある種の動議は議長に発言許可を求めずとも提出許可されます。Secondが必要の無い場合、Amend が許されない場合とか、RONR, Sturgisその他のParliamentarianにより少しずつつ異なります。　採決は原則として過半数ですが、討議を制限するような採決は2/3以上の同意が必要です。　６ページの諸動議表は一般的によく通用すると思われる２４項目としました。

(A) 特権動議 (Privileged Motion) 

議論には直接関係せず、会議の運営にかかわる動議です。

１．閉会時間の設定 (Fix time to which to adjourn) 会議時間の延長、短縮は最優先して採決されます。

２．閉会要請 (Adjourn) 事前に決められた閉会時間以前に閉会したいときに使う。

３．休憩要請(Take a recess) 休憩がAgendaに組入れられてないときに使う。

４．会場整備要請 (Question of privilege) 会場が暑すぎる、議題のコピーが足りないとか、会場の後方では発言者の声が聞こえないので、其の改善を要請する。 Mr. President, those of us in the back of the room are having difficulty in hearing the speaker. Second不要で、議長判断で処理できる。

５．議事進行 (Call for order of the day.) 正規に予定された議事に戻すため、誰でも、Call for order of the day.　と言って横道にそれた討議を中断させることが出来ます。　議長判断で2/3以上の否決票があれば、Callされる以前での討議を継続出来ます。

(B) 副次動議 (Subsidiary Motion) 
直接討議とは関係せず、動議の処理や会議運営にかわる動議です。　

６．討議一時中断 (Lay on the table) 討議を一時中断するだけで、其の会議中に再開されます。　議題そのものの棚上げ(次の９番又は１３番)ではありません。食事が運ばれてきたときや来賓が遅れて見えたときなどは議長判断で一時中止し、再開すれば良いでしょう。

７．討議打切り動議 (Previous question, Vote immediately, Close debate now.) これは2/3以上の賛成が必要とされます。会員：　I move to close debate on this motion now. 議長： It has been moved and seconded to close debate on this motion. The 2/3 votes are required to close this debate.

８．討議の制限又は時間延長(Limit or extend limits of debate) 2/3以上の賛成を必要とします。　無制限な討議を終了させたり、一議題あたりの討議制限時間、持ち時間又は発言回数が規定によっては制限されている場合に用います。
９．討議をある期限まで延期 (Postpone to a certain time/definitely) 

10. 他の小委員会に委任 (Refer to committee)
11. 修正動議 (Amend a pending motion) 第３章Cを参照

12. 非公式討議 (Informal consideration) Parliamentary Procedure や会の規定に縛られず、自由に討議する動議で、議長があまり杓子定規に会議を運営していると思ったときなどに使えます。　Committee of the whole といって全体会議でも小委員会のように自由に発言できるようにする動議もあります。

13. 議論の永久繰り延べ (Postpone indefinitely) 直接賛否を問わず間接的に動議を却下するときに使います。

(C) 付随動議　(Incidental Motion)  

討議中の議題についての動議、優先動議 (Preferential Motion) と呼び人もいます。　特権動議の次で、副次動議より優先して活用することも出来ます。　しかし以下14番から20番までは順位不同と考えた方が自然です。

14. 規則遵守 (Point of Order) 会員：Point of order. Secondや討議なしに議長は対応しなければなりません。　議長：State your point of order.  会員：The motion is out of order because there is the formal agenda later on. 議長：The point of order is well taken.  The last motion is out of order.　といって議事進行に務めるか、今の動議を継続する理由を述べます。　

	
	
	
	Table of Motions
	
	
	
	
	

	 
	Order of Precedence
	Type of Motion
	Purpose
	Interrupt Speaker
	Require Second
	Amendable
	Debatable
	Require Voting 
of

	1
	P
	Fix time to adjourn
	Continue the meeting
	No
	Yes
	Yes
	No
	Majority

	2
	P
	Adjourn
	Close the meeting now
	No
	Yes
	No
	No
	Majority

	3
	P
	Take a recess
	Recess the meeting
	No
	Yes
	Yes
	No
	Majority

	4
	P
	Question of privilege
	Raise assembly conditions, etc
	Yes
	No
	No
	No
	Not required

	5
	P
	Call for the order of the day
	Adhere to agenda
	Yes
	No
	No
	No
	Note 1

	6
	S
	Lay on the table, 
{Postpone temporarily}
	Interrupt the meeting
	No
	Yes
	No
	No
	Majority

	7
	S
	Previous question, 
{Vote immediately}
	Close debate now
	No
	Yes
	No
	No
	2/3

	8
	S
	Limit of extend, 
Limit of debate
	Limit or extend debate
	No
	Yes
	Yes
	No
	2/3

	9
	S
	Postpone to a certain time
	Postpone to another time
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	Majority

	10
	S
	Refer to committee
	Committee to study further
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	Majority

	11
	S
	Amend (the pending motion)
	Modify motion
	No
	Yes
	Yes
	~Yes
	Majority

	12
	S
	Informal consideration
	Discuss informally
	No
	Yes
	No
	~Yes
	Majority

	13
	S
	Postpone indefinitely
	Decline to debate
	No
	Yes
	No
	Yes
	Majority

	*14
	I
	Point of order
	Enforce rule/order
	Yes
	No
	No
	No
	Chair to rule

	*15
	I
	Appeal (from ruling of the chair)
	Protest chair's ruling
	Yes
	Yes
	No
	~No
	Majority

	*16
	I
	Suspend the rule
	Note 2
	No
	Yes
	No
	No
	2/3

	*17

	I

	Objection to the consideration
　
	Note 3


	Yes

	No

	No

	No

	2/3, 
Note 3

	*18
	I
	Division (of assembly)
	Request to re-take votes
	Yes
	No
	No
	No
	Not required

	*19
	I
	Division of a question
	Divide a motion
	No
	Yes
	Yes
	No
	Majority

	*20
	I
	Parliamentary inquiry, 　　

Point of information
	inquiry/provide information
	Yes
	No
	No
	No
	Not required

	21
	M
	Main motion
	Introduce a new proposal
	No
	Yes
	Yes
	Yes
	Majority

	*22

	R

	Take from the table
{Resume consideration}
	Resume the interrupted debate

	No

	Yes

	No

	No

	Majority


	*23

	R

	Rescind

	Nullify previously adopted motion

	No

	Yes

	Yes

	Yes

	2/3, 
Note 4

	*24
	R
	Reconsider
	Revisit a previously adopted motion
	No
	Yes
	No
	No
	Majority

	Regent:   * = Incidental and Restorative Motions can be ranked higher than Subsidiary 

{ ……} = from Sturgis, ( ….. ) = frequently omitted

P = Privileged, S = Subsidiary, I = Incidental, M = Main and R = Restorative

Note 1    Chair to rule, 2/3 votes required to continue the pending motion.

Note 2   　Change Order of Business or Agenda. Allow, limit the number, length of speeches.  Other option is Informal Consideration or Informal Discussion.

Note 3    After Seconded but before Chair completes announcement of the Motion, not to discuss an improper or undesirable Motion. Requires 2/3 votes.

	Note 4    A majority vote is enough when a notice of intend has given at the previous meeting, or a vote of a majority of the entire membership.


15．議長裁断不満表示 (Appeal) 会員：Appeal 又は I appeal from the decision of the Chair. Secondが必要で、議長：The decision of the Chair has been appealed by Mr. A and seconded.

16．運営ルール見合わせ (Suspend the Rules) この場合、Rulesとは規約の会に属す運営

ルールとで、このParliamentary Procedureであったり、正規に予定された議事とかを意味することもあります。　賛成票2/3以上が必要です。　当日の議題、Order of Businessどうりに議事が進行しない場合Agendaの変更又は別の議案について論議したい場合にも使われる動議です。

17．討議拒否　(Object to the Consideration of a Question) 　この動議は新規討論に入る前に打ち出します。　たとえば、A会員が議案として其の会議には不適切な動議を出し、B会員がSecondしたとます。　議長：It has been moved and seconded that…と主動議の内容を反復している間に、C会員はすかさず: I object to the consideration of …., because…. Secondや討議なしで、議長：The objection by Mr. C requires 2/3 votes to sustain the objection. Those opposed to considering question, please rise…  A会員の動議を討議することに反対つまり、OpposeとはNegative voteになるので注意してA会員の動議討議に反対票 が2/3以上あればC会員の動議は可決され、A会員の主動議は当日討論されることはありません。2/3未満なればThere are less than　two thirds opposed and the objection is not sustained.　C会員の討議拒否は否決され、A会員の主動議が継続して討議されます。

18．再採決 (Division of the Assembly) 音声による賛否接近の場合、正確な賛否数が望まれる場合、再投票を要求すること。会員：Division又はI call for a Division of the Assembly. 　議長：Division has been called for. Those in favor of the motion….

19．議案の分割討議 (Division of a Question) 複雑な動議を分割して討議する場合に用います。会員：Madam Chair, I move to divide the motion so as to consider separately the question….. 

20．情報問合せ (Parliamentary Inquiry, Point of Information)  例えば会員が議長に会議運営手順に付き尋ねる事も出来ます。　会議によっては議長の傍にParliamentary Procedureに精通したParliamentarianがいて議長の諮問に備えます。 会員：Parliamentary Inquiry. 議長：State your inquiry. 会員： Is the amendment in order at this time?　とか議論するに当たり関連する情報を与え、尋ねるときに用います。会員：Point of Information. Those who are not familiar with the background of, let me brief ….. とか　Point of Information, what do you mean by Seriatim? 

(D) 主動議 (Main Motion)

　

21．主動議　議長を除く会員は誰でも動議を提出できます。議長は事前に設定された議題にもとづきますが、次のように間接的に動議を提出することも出来ます。　議長： The Chair would like to entertain a motion ….. 会員Ａ：So move. 　会員Ｂ：Second 当然のことながら、議長は討議に参加できません。　どうしても討議したければ、会の規約に基いた次席役員に代理議長を要請しなければなりません。やや芝居めいた仕草に見えますが、議長の中立性を守るためです。

(E) 遡行動議 (Restorative) 

RONRではBring back before assemblyと称されています。　

22．討議再開要請 (Take from the Table, Resume Consideration) これは一時棚上げされ中断された議題(Lay on the Table)を再討議する動議です。

23．議決撤回動議(Rescind) 前回の決議を撤回しようとするもので、当日では2/3以上の撤回賛成票を必要とし、前もって議題とされ、会員に周知されておれば過半数の賛成票で前回決議の撤回が成立します。

24．再討議要請動議 (Reconsider) 前回の決議を再討議するもので、過半数の賛成票で可能です。会員：Mr. Chairman, I move to reconsider the resolution passed at the last regarding…議長： It has been moved and seconded to reconsider the resolution passed….

第6章 次期役員等の候補者推薦委員会　(Nominating Committee)と選挙(Election)
会の役員等の次期候補者氏名と選挙をどう進めるかは、その会の規約(Bylaws)で定められています。　よくある例ではまず前期議長（会長）がChairする候補者推薦委員会(Nominating Committee)が作られ、その候補者リスト(Nomination Slates)が報告されます。　その後議長はNominating Committee から推薦された会員以外からの立候補又は推薦氏名を会場からも受付けます。会員：I nominate Mr. A. 議長：Mr. A is nominated. Are there any further nominations for the office of the President? Hearing none, those in favor to close nomination say Aye. 又は会員： I move the Nomination be closed. Secondがあり採決し、立候補者指名動議が2/3の賛成で締切られます。　Close of nominationは、二重手間のようにも思われますが、候補者リスト作成と選挙とは別物で、続いて選挙投票（過半数）が行われます。　各役員の対立候補が無い場合、議長：All these who are in favor of approving the nominating slots say Aye. と役員候補者全員を一括して承認することが良くあります。

第7章 コンベンション(Convention)

数百人もの参加者のあるConventionでは会議を有効に進行さすため数々のCommitteeが設けられますが、中でもStanding Rule Committeeが Convention専用のルールを作り運営していますから注意してください。　動議は一週間前までに書面で申込み、当日会場からは受付けないとか種々限定されています。

第8章 まとめ


Parliamentary Procedureは決して儀式ばった会議運営手順ではなく、会議をスムースに進行さす有効な手順で、①　一議題一討論、 ②　多数決理論と　③　少数意見の尊重をバランスよく遂行してくれます。　しかし通常の中小の会議ではこの三条件を満たし、Common Senseを駆使して、議論を効果的に尽くせば良いでしょう。


各種の国際会議等に出席して、英語はまず分かるけど、儀式ばった議事運営に圧倒されて、発言を控えている多くの日本人にとってこのパンフレットがお役に立てば幸いです。　不都合な点、ご質問があれば　kazutsumi@msn.com までお寄せ下さい。






参考文献   

1． Toastmasters International　(より良いspeech, communicationを目指すNon-profit Organization から出版されたParliamentary Procedure in Action, http://www.toastmasters.org/store/item.asp?SKU=237 はその会員の教育用に作られたテキストです。　寸劇風に作られたシナリオを数人で読むことによりParliamentary Procedureの基本を習得するものです。

2． Robert’s Rules of Order, Newly Revised (1990), Scott Foresman and Company (706 page)は古典的なルール書で、RONRと呼ばれており、少し読み辛いと思いますが多くの正式会議で採用されている最も権威ある手順書です。

3． Standard Code of Parliamentary Procedure, by Alice Sturgis, McGraw-Hill Book Company (275 page)

4． Demeter’s Manual of Parliamentary  Low and Practice, by George Demeter, Little, Brown and Company (375 page)

American Institute of Parliamentariansは通信教育や資格認定をする専門的教育組織で、各種の参考書を出版しています。　http://www.parliamentaryprocedure.org/

会議用語集

Ad hoc Committee　 ：単一目的で設けられた特別小委員会

Assembly
：公共の議会のみならず、一般の集会や会議も含まれる

Burning Question
：どうしても討議したい議案や議題

Business

：議題のこと、Old/New Business 第２章Ｅ、Ｆ参照

Bylaw

：その会の規約、上位にConstitution、下位に Standing Rule

Caucus

：討議を一時中止し、役員同士、会員同士が、内々で相談すること

Division

：再採決、又は議案の分割討議、第５章C１８，１９参照

Floor


：会議場、発言許可権、I have the floor. 他の無許可発言の抑止に有効

Gavel

：小槌、議長の特権と権威の象徴、第２章A参照

General Consent
：大多数の同意　第４章B参照

Incidental Motion
：付随動議、第５章C参照

Invocation

：神に会議の成功を祈る

Order of  Business
：Agendaどうりの議題

Out of Order

：会議運営規則違反

Pending Motion
：現在討議中の議案や動議

Pledge of Allegiance
：会の理念に対して忠誠を誓う

Plurality Vote
：二者で無く三、四者の中から一つを選択する投票

Point of Order
：規則遵守、第５章C１４参照

Previous Question
：討議打切り動議、第５章B７参照

Privileged Motion
：特権動議、第５章A参照

Preferential Vote
：三、四者の中から、それぞれに順位を付ける投票

Question

：討議すべき議案や動議

Quorum

：定足数、会議が有効であるための最低限の会員出席者数

Resolution

：書面で提出された動議、書面化されて無い主動議を指すこともある

Second

：提出された動議を討議することに賛成、第２章A参照

Standing Committee
：常設委員会

Subsidiary Motion
：副次動議、第５章B参照

Table

：議題をFloorから棚上げ（延期）すること、第５章B6　参照 

Unanimous Consent
：満場一致　第４章B参照

Viva Voice

：音声の大小で採決　第４章B参照
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